
議 第 ７ ２ 号   

令和３年８月２３日提出   

 

   令和３年度 第２学期の対応方針について（案） 

 

 新型コロナウイルス感染症の予防上必要があるため、熊本市立学校及び幼稚園にお

ける令和３年度 第２学期の対応方針について、議決を求める。 

 

熊本市教育長  遠 藤 洋 路   

 

 

  別紙のとおり 

 

 

（提出理由） 

  新型コロナウイルス感染症の予防上必要があるため、熊本市立学校及び幼稚園に

おける令和３年度第２学期の対応方針について、熊本市教育委員会教育長事務委任

等規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）第２条の規定に基づき、議決を求める

ものである。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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令和 3年度 第 2学期の対応方針について（案） 

 

１ 小・中学校 

（1） 分散登校 

ア 「登校日」と「オンライン授業日」を学年単位で設定する分散登校を実施する。 

イ 一日当たりに登校する学年は、小学校は二学年、中学校は一学年として校長が 

決定する。 

※「登校日」と「オンライン授業日」の実施例は、教育委員会から別途示すこととする。 

ウ 児童生徒の健康管理等のため、少なくとも週に１日以上の登校日を設けることと 

するが、登校させる学年の登校間隔は２日以上空けなければならない。 

エ 「登校日」は、午前中授業を原則とする。 

オ 保護者が医療従事等で小学校３年生以下の児童及び虐待・ネグレクトなどで登校 

が必要な児童生徒（以下、「要登校者」という。）は、毎日登校することを基本として、 

登校させることができる。 

   カ 特別支援学級については、通常学級の対応に準じることとするが、学校の状況 

に応じた対応を行うことができる。 

   ケ 「登校日」において、保護者が子どもを登校させることが不安な場合は、登校を 

控えても構わないこととし、その場合も「欠席」扱いとはしないこととする。 

 

（2） オンライン授業 

   ア オンライン授業の授業時数については、分散登校時に実施する時数を基準として 

行う。 

   イ オンライン授業の実施内容等については、教育委員会から別途示すこととする。 

   ウ 「登校日」ではない学年の要登校者は、預かりのみとし、学校でオンライン授業 

を受けることとする。 

  

（3） 準備日 

   ア 分散登校及びオンライン授業の実施に向けた準備等を行うため、第 2学期の 

始業日及びその翌日を準備日とすることができる。 

   イ 準備日は、全ての学年を登校させることができる。ただし、感染拡大防止の趣旨 

を鑑み、各学校の規模に応じて時差登校等の工夫を行うこととする。 

 

（４） 学校給食 

   ア 分散登校実施期間、登校する学年には通常給食を提供する。 

   イ 分散登校実施期間、登校日ではない学年の要登校者にも通常給食を提供する。 

 

（５） 部活動 

   ア 分散登校実施期間は、中止とする。 

   イ 体育団体等が主催する公式の大会・コンクール等に出場する部活動においては、 

登校日の学年と週休日のうちの一日に限って部活動を行うことができる。 

ただし、朝練習及び長時間の活動は控えること。 

   ウ 分散登校期間中は、部活動への参加を強要してはならない。  
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（６） 児童育成クラブ 

   ア 分散登校実施期間は、午後 2時からの利用とする。 

   イ 「登校日」ではない学年についても、午後 2時からの利用とする。 

 

 

２ 高等学校及び専門学校 

（1） 小中学校の実施内容に準じた分散登校を実施する。 

（2） 分散登校実施期間中の部活動は、小中学校の実施内容に準じた活動とする。 

（３） オンライン授業の内容については、校長が決定する。 

 

 

３ 幼稚園 

（1） 小中学校の実施内容に準じた分散登園を実施する。 

（2） 小中学校における要登校者と同様な園児については、毎日登園することができる 

が、預かり保育のみの実施とする。 

 

 

４ 特別支援学校 

教育委員会と分散登校等の実施内容等について、学校毎に協議を行い実施する。 

 

 

 

実施前提 

上記全ての対応は、第 2学期の始業日から「まん延防止等重点措置」が適用されて 

いる９月 12日（日）までの対応として実施する。 

ただし、9月 13日（月）以降も「まん延防止等重点措置」が延長された場合は、上記 

の対応についても延長する。 
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